
 

 

 

2019年 4月 1日 

早稲田大学環境保全センター 

 

CRIS登録対象物質に関するフローチャート 

 

●薬品の場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（GCカラム、イオン交換樹脂、
3Dプリンター用の樹脂など） 
3Dプリンター用の樹脂など） 

教育研究活動で取扱うものである 

学外に納品されるものである 

Yes 

Yes 

納品確認（検収）および 

CRIS登録の対象外※1 

No 

Yes 

（業務用の寒剤用食塩、暖房用燃料など） 

放射性物質あるいは保健センターで取扱うものである 
Yes 

No 

（放射性同位元素、消毒用アルコールなど） 

No 

増殖し、数量が変更するものである 

No 

（微生物、細胞など） 

工作用あるいは材料としての用途である 

No 

Yes 

（金属材料、プラスチックなど） 

水関連物質である 

No 

Yes 

（蒸留水、純水、精製水、海水など） 

一般の生活の用に供するもの 

No 

機械、装置、器具等の一部に含まれるもの 

No 

Yes 

（ホームセンター・薬局等で 
購入可能なものなど） 

Yes 

検査・試験・測定用の 

試薬類・キット類である 

No 

Yes 

（水質分析用パックテスト、TLCプレートなど） 

毒劇法、消防法等、化学物質管理規程

で定める法令で規制されるものである 

No 

生化学等関連物質である 

No 

Yes 

（プライマー等核酸関連物質、酵素、抗体、 
血液・血清、培地など） 

納品確認（検収）および

CRIS登録の対象 

※2 医薬用外毒物および医薬用外劇物の表示があるものは全て Yes となり

ます。それ以外のもので通常の使用方法によりユーザーに危害が及ぶ恐れが

ないもの（3Dプリンター用の樹脂、プライマー、乾燥用シリカゲル、メンブ

レンフィルターなど）は Noとします。判断に迷う場合は、環境保全センター

へお問合せください。（03-5286-3089、内線 73-6202） 

Yes※2 

公的資金で購入する場合は「学外納品物件特別検収申請書」を予算管理箇所に

提出する必要があります 

※1 環境保全センターで行う納品確認（検収）の対象外

であっても、公的資金で物品を調達する場合には、アカウ

ンティングセンター検収窓口での検収が必要となります。

詳細については早稲田検収担当（03-5286-8403、内線

71-2603）にお問合せください。 



 

 

●圧縮ガスまたは液化ガスの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

●ドライアイスの場合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

教育研究活動で取扱うものである 

学外に納品されるものである 

Yes 

No 

Yes 

No 

納品確認（検収）および 

CRIS登録の対象外※1 

「内容積 1L 以下の容器内における液化ガスであっ

て 35℃で 0.8MPa以下のもの」および「35℃で 1MPa

未満の圧縮ガス」（プッシュ缶、カセット缶、エア

ゾール製品など） 

Yes 

大気開放型容器に液化窒素が充填されている 

No 
Yes 

公的資金で購入する 
No 

納品確認（検収）および CRIS登録の対象 
学内振替により支払いを行う 

Yes 

No 

納品確認（検収）のみ実施 

（CRIS登録対象外） 

注文前に薬品管理窓口に事前申告を

行い、立会検収を受けること。 

Yes 

No 

教育研究活動で取扱うものである 

学外に納品されるものである 

Yes 

No 

Yes 

納品確認（検収）および 

CRIS登録の対象外※1 

公的資金で購入する 

No 

学内振替により支払いを行う 

Yes 

No 

納品確認（検収）のみ実施 

（CRIS登録対象外） 

注文前に薬品管理窓口に事前申告を

行い、立会検収を受けること。 

Yes 

No 

公的資金で購入する場合は「学外納品物件特別検収申請書」を

予算管理箇所に提出する必要があります 

公的資金で購入する場合は「学外納品物件特別検収申請書」を

予算管理箇所に提出する必要があります 

※1 環境保全センターで行う納品確認（検収）

の対象外であっても、公的資金で物品を調達

する場合には、アカウンティングセンター検

収窓口での検収が必要となります。詳細につ

いては早稲田検収担当（03-5286-8403 内線

71-2603）にお問合せください。 

※1 環境保全センターで行う納品確認（検収）

の対象外であっても、公的資金で物品を調達

する場合には、アカウンティングセンター検

収窓口での検収が必要となります。詳細につ

いては早稲田検収担当（03-5286-8403 内線

71-2603）にお問合せください。 


